
〔別紙１〕 

随意契約理由書 

神戸市 

 件     名 東クリーンセンター排水処理設備補修 

 契 約 業 者 名 株式会社西原ネオ 

 随意契約の理由 

 

     地方自治法施行令第167条の２第１項２号に該当 

 

 随意契約の相手方を選定した理由 

 東クリーンセンターの排水処理設備（以下、本設備）は、竣工から23年経過し老朽化

がすすんでいる。本設備に不具合が発生すると、クリーンセンターで発生する排水を適切

に処理出来ず、焼却停止につながり、本市のごみ処理に多大な影響をあたえるため、補修

が必要である。 

本業務で補修を行う制御盤及び反応凝集槽は本設備の一部であり、既存設備と密接不可

分の関係にあるため、本設備全体に係る図面や技術的な内容を把握している業者でなけれ

ば施工することが出来ない。 

故に、本業務を実施出来るのは、本設備の設計・製作及び据付を行った業者のみとな

る。 

 以上の理由から、地方自治法施行令第167条の２第１項第２号に該当し、本設備の設

計・製作及び据付を行った株式会社西原ネオと随意契約を行う。 

担当部署 

（問合せ先） 

環境局施設課  

（電話番号078－595－6165） 

 

 

 


